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平成１８年１２月１９日制定  
平成２１年７月２２日改正  

 

第１章 総則  

（目 的）  
第１条 本規則は、「ISM 壁紙運営規定」第３条２項に定める「ISM 壁紙品質情報管理

システム（以下「情報管理システム」という。）に関わる業務」について、必要な事項を

定めたものである。  
 
 
（対 象）  
第２条 ISM壁紙として情報管理システムおよび ISM壁紙品質情報検索システムに（以
下「検索システム」という。）登録されたものを対象とする。  
（１）情報管理システムとは、一般社団法人日本壁装協会（以下「協会」という。）に登

録された ISM 会員 A 及び ISM 壁紙商品群情報、ISM 壁紙製品情報を管理するも
のである。  
ISM 会員 A の登録は「ISM ラベルの表示許可に関する規則」に定める。  

（２）検索システムとは、協会に登録された ISM 会員 B および ISM 壁紙商品番号情報
を管理するものであり、その情報をウェブサイト上で公開するものである。  

 
 
（ISM 会員 B の登録）  
第３条 ISM 会員 B に登録しようとするものは、以下を協会に提出し、審査を受けるも
のとする。  
（１）ISM 会員 B 登録申請書（ISM 書式 301 号）  
（２）協会規則類を遵守する旨の誓約書（ISM 書式 302 号）  
（３）その他 ISM 壁紙委員会が必要と判断した資料  
２．審査は、ISM 壁紙委員会が行う。  
３．審査に合格した場合、情報管理システムに以下の情報を登録する。  
（１）登録年月日  
（２）登録番号  
（３）会社名および所在地  
（４）電話番号および FAX 番号  
（５）E－MAIL アドレス  
（６）担当者   
 
 
（ISM 会員 B の登録の変更）  
第４条 登録申請者は、登録申請した内容に変更がある場合、速やかに協会に届出をす

ること。  
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（ISM 会員 B の登録の失効）  
第５条 協会の正会員を退会、または解散、廃業、倒産したときは、登録が失効したも

のとする。  
 
 
 

第２章 登録  

 
（ISM 壁紙商品群情報の登録）  
第６条 登録申請は、ISM 会員 A でなければ行うことができない。  
２．ISM 壁紙商品群情報の登録に当たっては、以下の書類を提出する。  
（１）ISM 壁紙商品群情報登録シート（ISM 書式 201 号）  
 
 
（ISM 壁紙商品群情報の登録の失効）  
第７条 以下のときは、登録が失効したものとする。  
（１）ISM 壁紙商品群の登録が失効または取り消しになったとき  
（２）登録された情報に偽りがあったとき  
 
 
（ISM 壁紙製品情報の登録）  
第８条 登録申請は、ISM 会員 A でなければ行うことができない。  
２．ISM 壁紙製品情報の登録に当たっては、以下の書類を提出する。  
（１）ISM 壁紙製品情報登録シート（ISM 書式 202 号）  
 
 
（ISM 壁紙製品情報の登録の失効）  
第９条 以下のときは、登録が失効したものとする。  
（１）ISM 壁紙製品の登録が失効または取り消しになったとき  
（２）登録された情報に偽りがあったとき  
 
 
（ISM 壁紙商品番号情報の登録）  
第１０条 登録申請は、ISM 会員 B でなければ行うことができない。  
２．登録申請ができる商品番号情報は、ISM 壁紙製品登録された ISM 壁紙の情報であ

ること。  
３．登録申請ができる商品番号情報は、情報管理システムにシックハウス対策情報登録

と同時に申請された商品番号情報であること。  
４．ISM 壁紙商品番号情報の登録に当たっては、以下の書類を提出する。  
（１）見本帳収録商品の ISM 壁紙商品番号情報登録  

１）見本帳情報登録シート（書式－WA303 号）  
２）ISM 壁紙見本帳収録商品情報登録シート（書式－WA706 号）  

（２）見本帳未収録商品の ISM 壁紙商品番号情報登録  
１）ISM 壁紙商品情報登録シート（書式－WA707 号）  
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（有効期間および登録更新）  
第１１条 見本帳情報の有効期間は、４年を限度とする。  
２．見本帳情報に有効期限がない場合、見本帳情報の有効期間は、登録された日から起

算して満４年とする。  
３．見本帳情報の登録は、更新することができる。  
４．ISM 壁紙商品番号情報の有効期間は、登録された日から起算して満４年とする。  
５．有効期間を経過した ISM 壁紙商品番号情報の再登録を妨げない。 
 
 
（ISM 壁紙商品番号情報の登録の失効）  
第１２条 以下のときは、ISM 壁紙商品番号情報の登録が失効したものとする。  
（１）登録申請者が壁紙の製造または販売を中止したとき  
（２）ISM 会員 A の登録が失効または取り消しになったとき  
（３）ISM 会員 B の登録が失効または取り消しになったとき  
（４）ISM 壁紙商品群登録が失効または取り消しになったとき  
（５）ISM 壁紙製品登録が失効または取り消しになったとき  
（６）登録された ISM 壁紙商品番号情報の有効期間が経過したとき  
（７）登録された ISM 壁紙商品番号情報に偽りがあったとき  
 
 
 

第３章 表示  

 
ISM 壁紙の適切な性能表示のため、以下を定める。  
 
（ISM ラベルの表示）  
第 1３条 ISM 会員 A は、ISM 壁紙として商品を出荷する場合、商品の包装面に ISM
ラベルを 1 箇所以上貼付して表示すること。  
２．ISM ラベルは、協会が交付するものを使用すること。  
３．ISM 会員 A は、ISM ラベルの使用状況の報告を行うこと。  
 
 
（ISM 壁紙カット時の表示）  
第１４条 ISM ラベルが表示された商品を裁断して販売する場合、販売業者は ISM 壁

紙カット時表示資格（以下「カット時表示資格」という。）を取得し、カットした商品の

品質を維持し、定められた表示をすること。  
２．カット時表示資格申請は、協会の会員でなければ行うことができない。  
３．カット時表示資格申請は、倉庫ごとに行う。  
４．カット時表示資格を取得するものは、以下の書類を提出し、ISM 壁紙委員会による
審査を受け、協会に登録されること。  
（１）ISM 壁紙カット時表示資格審査申請書（ISM 書式 501 号）  
（２）誓約書（ISM 書式 502 号）  
（３）倉庫内濃度測定結果・報告書（ISM 書式 503 号）  
   （品確法５物質のパッシブ法による公的試験機関の試験結果）  
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（４）「ISM 壁紙取扱い保管ガイドライン」に準ずる社内規定類  
（５）出荷ラベルのサンプル（ISM 壁紙カット時表示を出荷ラベルで行う場合）  
（６）その他必要とする書類  
５．カット時表示資格者は、提出した社内規定類に基づく試験結果を ISM 壁紙委員会の
求めに応じ報告することとする。  
６．以下のときは、カット時表示資格が失効したものとする。  
（１）カット時表示資格者が裁断をして販売するのをやめたとき  
（２）カット時表示資格者が協会の会員を退会、または解散、廃業、倒産したとき  
 
 
 

第４章 責任  

（責任の範囲） 

第１５条 

（１）ISM 会員 A は、ISM 壁紙を製造し、流通・販売業者に届けるまでは、ISM 壁紙

としての品質が維持されるように管理するものとする。  
（２）ISM 会員 B およびカット時表示資格者は、ISM 壁紙が入荷した時点で ISM ラベ

ルが貼付されていることを確認し、ISM 壁紙が入荷した時点から、販売し、施工
業者に届けるまでは、ISM 壁紙としての品質が維持されるように管理することと
する。 

（３）施工業者は、ISM 壁紙の確認と、ISM 壁紙委員会が推奨する施工用接着剤および
副資材の確認、下地基材などの確認と、「ISM 壁紙施工ガイドライン」の遵守を

行い、品質が維持されるように管理するものとする。 

 

 

（情報開示） 

第１６条 協会は、ISM 壁紙の供給の促進を図ることを目的とし、検索システムにより
情報登録された ISM 壁紙商品番号情報、ISM 会員 A の名称等を公開する。 
 

 

（抜取り検査の実施） 

第１７条 ISM 壁紙委員会は、適切な品質が保たれているかどうかの情報管理の一環と
して、工場製造直後の製品、または市場流通品から ISM 壁紙商品番号情報登録された商
品を入手し、ISM 壁紙委員会が指定する公的試験機関で試験を実施する。なお、結果に
ついては下記のように取り扱う。  
（１）無記名で結果を ISM 機構に報告する。  
（２）不合格が発生した場合は、ISM 機構および協会に取り扱いを委ねるものとする。 
 

 

（罰 則） 

第１８条 ISM 機構および協会は、本規則ならびに関連の規則に故意に違反した ISM
会員およびカット時表示資格者について、以下の措置をとるものとする。  
（１）訓戒  
（２）警告  
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（３）ISM 壁紙商品番号情報登録の取り消し  
（４）ISM 会員登録およびカット時表示資格者登録の取り消し  
２．なお、その行為が過失によるものであっても、重大な場合についてはこれに準ずる

処置をとるものとする。  
 

 

（補償義務） 

第１９条 前項によって処分を受けた ISM 会員およびカット時表示資格者は、協会に対
して損害の賠償および信用回復について必要な処置をとるものとする。 

 
 
 
附 則 

第１条 本規則は平成１８年１２月１９日より施行する。 

第２条 本規則に疑義が生じた場合は、ISM 壁紙委員会の判断による。  
第３条 本規則の改廃は、ISM 壁紙委員会の提案により、理事会が議決する。 
第４条 本規則の改正は平成２１年７月２２日より施行する。 

 

 

 

細 則 

第１条 本細則は、ISM 壁紙の検索システムに登録された壁紙を製造・流通・販売・施

工するに際して確認を円滑に運用するために使用する様式を定める。 

第２条 ISM壁紙の確認を容易にするため、ISM壁紙登録確認書（書式－WA603 号）を定
める。 

第３条 ISM 推奨品については別に定める。 
第４条 施工用副資材の ISM推奨品を検索システムに掲載する。 
第５条 ISM 壁紙の正しい施工管理を啓蒙するために、「ISM 壁紙施工ガイドライン」

に定める。 
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